
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原動機を用いる小児用の車で車体の大きさ

の基準（長さ 120㎝、幅 70㎝、高さ 120㎝）

に適合しないものは、特定の経路を通行するな

ど、他の歩行者の通行を妨げるおそれがないこ

とについて通行場所を管轄する警察署長の確

認を受けない限り、歩道通行ができませんの

で、ご注意ください。 

 

原動機を用いるものの車体の大きさの基準は？  

（車体の大きさ） 

  長さ 120㎝、幅 70㎝、高さ 120㎝をそれぞれ超えないもの 

（車体の構造） 

 ・原動機とした、電動機を用いること 

  ・時速６キロを超える速度をだせないこと 

  ・歩行者に危害をおよぼすおそれのある鋭利な突出部がないこと 

  ・通行させている者が歩行者補助車等から離れた場合、原動機が停止すること 

詳しくは、お近くの警察署又は 

愛媛県警察本部交通企画課までお問い合せ下さい。 


